
福岡県暴力団排除条例において、公安委員会は、県民、事業者等が禁止行為を
行ったことについて自ら進んで申告し、再び禁止行為を行わないことを誓約した
場合は、勧告（行為の是正を求めること）を行わないこととされています。
暴力団からの不当要求を現に受けている場合はもちろん、過去に暴力団に対し

てみかじめ料など金品を供与したことがある場合も、最寄の警察署又は暴力追放
ダイヤルに相談してください。
県警察は、暴力団排除に取り組もうとする事業者を保護し、暴力団と決別する

ことを全力で後押しします。
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５月１４日未明中間市の遠賀川沿いの土手沿いでの道路
で「前の車が事故を起こした」とすぐ後ろを走っていた車の
運転手から通報があり、駆け付けた警察官が呼気検査を実
施したところ、基準値以上のアルコールが検知され、酒気帯
び運転の疑いでの検挙につながりました。

【おやっと思ったら110番通報で飲酒運転撲滅！！】
○ふらついて、蛇行を繰り返す車両を見かけた！
○駐車してる車の運転席で飲酒している！
○酒に酔った様子の人が運転席に乗ろうとしている！
○青信号なのに車内で寝ており、発進しない！

★ 暴力追放ダイヤル（平日９時から１７時４５分）
（０９２）６２２－０７０４

★（公財）福岡県暴力追放運動推進センター
・ 電話 （０９２）６５１－８９３８
・ FAX （０９２）６５１－８９８８

★ 福岡県警察相談メール
県警ホームページから入ってください。

福岡県警
ホームページ 車上ねらい 0 物件 26

自転車盗 3 人身 1

オートバイ盗 0

自販機ねらい 0

侵入盗 0

その他盗難 1

性犯罪等 0

（令和8年5/1～5/20現在）
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